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 (5) 

 

 

在宅福祉活動の推進 

 各種の研修、研修協議の場に民生委員・児童委員を派遣することにより、民生委

員・児童委員が在宅要援護者及び家族に対する福祉活動の知識及び技術を習得し、そ

れを活かして活動することにより、在宅福祉活動を推進させた。 

 

 (6) 民生委員・児童委員による交通事故防止・防犯等に係る声かけ運動への協力 
  埼玉県及びさいたま市民児協と連携し、民生委員・児童委員が見守り支援活動の一環

として実施している高齢者世帯訪問活動時に、交通事故防止や悪質商法等による被害の

防止を呼びかける「民生委員・児童委員による交通事故防止・防犯等に係る声かけ運動

（お達者訪問大作戦）」の推進に協力した。 

〔平成３０年度実績／訪問世帯数 １,０９０,６４９件〕 

 

 (7) 埼玉県警察本部及び埼玉県防犯協会連合会と連携し、民生委員・児童委員が「振り込め

詐欺被害撲滅通報連絡員」として活動することにより、振り込め詐欺犯罪の抑止に協力

した。 

 

 (8) 市町村民児協及び単位民児協へ研修用視聴覚教材を貸し出した。 

（研修用ビデオ及びDVD ７０件、民生委員の歌CD ２件） 

 

 (9) 埼玉県社会福祉協議会が埼玉県から受託実施する次の研修事業に協力した。 

開催日 研修名 

７月２３日(月)、８月１７日(金) 民生委員・児童委員、主任児童委員新任研修 

８月２３日(木) 民生委員・児童委員課題別研修 Ａコース 

８月２９日(水)       〃        Ｂコース 

９月１９日(水)       〃        Ｃコース 

９月２０日(木)       〃        Ｄコース 

９月２８日(金)       〃        Ｅコース 

９月４日(火)、１０月３日(水) （現任）主任児童委員研修 

２月２１日(木) （現任）民生委員・児童委員協議会会長・副会長研修 

 

 (10) 民生委員実費弁償費の交付 

  生活福祉資金の貸付調査・償還指導の費用弁償費として、本会から生活福祉資金貸付

事業推進費（国庫1/2、県費1/2）を埼玉県、県社協を経由し県民児協から各市町村民児

協に民生委員・児童委員（主任児童委員を除く）一人当たり２,５００円交付した。 

 

 (11) 「生活福祉資金更生援助強化運動」の取り組み 

  生活福祉資金借受世帯に対する援助活動状況の把握と課題整理を行うため、生活福祉

資金借受世帯支援記録票整備状況報告の調査を実施した。（１０月～１月） 
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